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就学相談の面談 

5 月上旬～10 月末 

相談員と保護者が面談します。 

（場所：シビックセンター20 階 北側 教育指導課） 

【持ち物】 

①就学相談票・面接票 

②手帳（お持ちの方） 

③発達検査の結果（お持ちの方） 

④医師の診断書（お持ちの方） 

※①④の様式は、ホームページからダウンロードできます。 

教育委員会で資料収集します。 

 

①実態把握 ②発達検査等 ③行動観察 ④医学問診  

など 

特別支援学級の説明会です。 

設置校ごとに説明会を行います。 

 

※日程等の詳細は、区報・ホームページでお知らせします。 

※事前申込が必要です。 

就学支援ファイルの作成 

特別支援学級説明会 

7 月～9 月 

特別支援教育相談委員会 
専門家が集まり、客観的な資料を基に、お子さんの特性や

課題に応じた教育の場を判断します。 

保護者面談 
委員会の判断を保護者にお伝えします。 

同時に、保護者の就学先意向を確認します。 

就学先の決定 
都立特別支援学校への就学希望者は東京都の就学相談

へ移ります。 

就学先に就学支援ファイルを送付 
保護者の同意を得て、教育委員会より就学先へ就学支援

ファイルをお届けします。 

◇希望する保護者は、「就学支援シート」を作成し、就学先の学校に提出することで、配慮事項を就学先の小学校・ 

中学校に伝えることができます。 

◇就学支援シートは、保護者が就学先に提出します。 



◆◆◆ 参考情報 ◆◆◆ 

 

 

4 月～3 月 学校ごとに日程が異なります。 

見学したい学校の学校公開日をホームページで

ご確認ください。 

学校公開 

11 月頃 小学校就学時健康診断 学務課から通知があります。 

1 月 就学通知 学務課から通知があります。 

就学相談での就学先が決まっていないときは、

決定後に送付されます。 

２月頃 入学説明会 学校ごとに日程が異なります。 

就学相談で就学先が決定する前でもご参加 

いただけます。 


